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PRESS RELEASE 
令和８年６月１日 

 

報道関係者各位 

 

プレスリリース 

寄  居  町 

 

職員の懲戒処分について 

 

日頃、寄居町の町政運営に多大なるご理解を賜り厚く御礼申し上げます。下記のとおり、

地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 被処分者の課名及び職名：生活環境エコタウン課 主事 

２ 被処分者の年代：４０代 

３ 処分内容：停職３月 

４ 処分年月日：令和８年５月２９日 

５ 事実の概要：被処分者は、令和８年２月に、自治会へ交付する防犯灯電気料補助金に係

る支出負担行為決議書の決裁欄に、所属する上司２名の印鑑を無断で押印

した。併せて、支出命令書においても、所属する上司２名の印鑑に加え、

支出命令決裁者である企画財政課長の印鑑を無断で押印した。また、これ

らの書類を本来受けるべき企画財政課の決裁を経ずに、直接会計課へ提出

した。なお、会計課では、この不正事実を確認したため、補助金の支払処

理は行わなかった。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     問い合わせ：寄居町総務課  

                            


